
乗用草刈機・乗用芝刈機購入 仕様書 

 

１ 件名 

乗用草刈機・乗用芝刈機購入 

 

２ 品名及び数量 

乗用草刈機 ２台 

乗用芝刈機 １台 

 

３ 詳細仕様 

乗用草刈機 キャニコム CMX2206HC（フルーティまさお）（同等品可） 

乗用芝刈機 バロネス GM121（同等品可） 

 

４ 納入方法 

（１）乗用草刈機（キャニコム CMX2206HC（フルーティまさお） 同等品可）２台及び乗

用芝刈機（バロネス GM121 同等品可）１台を下記納入場所に納品すること。 

（２）既存乗用草刈機（キャニコム CMX2404（Hey MASAO））１台及び乗用芝刈機（IHI シバ

ウラ GT162）１台を撤去、処分すること。 

 

５ 納入期限 

令和７年 12 月 31 日 

 

６ 納入場所 

池子の森自然公園ビジターセンター（逗子市久木字東諏訪ノ谷 901 番） 

 

７ その他 

（１）参考物品と同等以上の製品を納入する場合には、発注者に事前に資料を提示し、了

承を得たものとする。 

（２）納入に当たっての運搬に要する費用は、すべて受注者の負担とする。 

（３）搬入及び撤去作業に当たっては、発注者の指示に従うこと。 

（４）搬入及び撤去時に発生したごみ等は受注者が適正に処分すること。 

（５）産業廃棄物が搬出されるときは、受注者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）

又は電子マニフェストにより適正に処理されていることを確認するとともに発注者に

提示しなければならない。ただし、検査時までに処理が完了していない場合は、完了

している段階までの提示で良いものとする。また、受注者は、処理が完了した時点（検

査後も可）で、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）のＥ票の写し又は電子マニフェ



ストの受渡確認票の写しを発注者に提出するものとする。 

（６）既存の物品の撤去・処分費用を含むこと。 

（７）納入後、機器の故障等により修理・交換等を要する場合は、修理・交換等が可能な

者を手配すること。 

（８）その他、本仕様書に定めのない事項は、発注者の指示に従うこと。 


